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高松矯正管区 更生支援企画課の役割

➡被収容者の更生支援に関する企画・調整に関すること
四国４県の矯正施設⇔関係機関・地方公共団体の間の総合調整窓口

更生支援企画課の担当業務

１ 地方公共団体をはじめとする地域との連携強化に係ること

２ 関係省庁・民間団体（協力者）との連携
※特に受刑者等の社会復帰支援に係る社会資源の開拓

➡ 居住支援・農福連携を中心に

ほかにも…社会復帰支援に係る関係団体との関係構築、
再犯防止に関わる広報 などに取り組んでいます。

なかでも

目指すは
再犯防止



矯正施設

・ 刑務所
・ 少年刑務所
・ 医療刑務所
・ 拘置所

・ 少年院
・ 少年鑑別所

刑事施設 少年施設

刑務官

法務教官 心理技官
婦人補導院（１庁）が設置されていますが、売春防止法改正に
伴い令和６年４月１日に廃止予定

２

矯正施設とは（刑務所・少年院・少年鑑別所など）



高松矯正管区は、刑務所や少年
院などの適切な運営管理を図るた
めに、全国８か所に設置された法
務省の機関のひとつです。
四国４県には、刑務所（本所）
が４施設あるほか、刑務支所１施
設、拘置支所５施設、泊り込み作
業場（大井造船作業場）１施設が
あります。
また、少年院３施設、少年鑑別
所４施設があり、当管区は、これ
ら合わせて管内合計１８施設を管
轄し、施設の運営全般にわたって
指導監督することを主な業務とし
ています。

3

高松矯正管区と四国４県の矯正施設（刑務所・少年院・少年鑑別所など）



4

刑事司法手続の流れ（成人の場合）
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地方公共団体や
民間協力者による支援！

刑事司法手続 地域社会

犯罪

再犯防止 再び犯罪に戻さない！！

（地域包括ケア）



令和４年の刑法犯認知件数は

60万1千件
で令和３年まで19年連続して減少

（警察庁発表犯罪統計資料）
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平成元

（警察庁・犯罪統計による）
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令和

刑法犯認知件数と再犯者数（再犯者率）の関係

▶ 犯罪を減らすためには再犯者に対して特に対策が必要
➡国・地方公共団体・民間団体等が連携して取り組む体制の整備 5
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13,162人

26,077人

（人）

刑法犯の検挙人員（高齢者と高齢者以外）

高齢者率

33.5％

41,267人

133,774人

▶ 検挙人員は減少傾向にあるが、高齢者（６５歳以上）の検挙人員は高止まり
➡ これにより、検挙人員に占める高齢者の割合（高齢者率）は上昇傾向
➡ 高齢者率（総数）：平成１３年（６．２％） ➡ 令和３年（２３．6％） １７．4pt上昇
➡ 高齢者率（女性）：平成１３年（１０．０％） ➡ 令和３年（３３．５％） ２３．５pt上昇

令和４年版犯罪白書による
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入所受刑者の人員（高齢者と高齢者以外）
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（令和４年版・犯罪白書による）

65歳以上（高齢者） 20歳未満～64歳 高齢者率

（人） （％）高齢者率

13.8％

13,919人

▶ 高齢入所受刑者の人員は増加傾向
平成１３年（1,026人） ➡ 令和３年（2,２３3人） 約２．２倍増

▶ 高齢者率は上昇傾向
平成１３年（３．６％） ➡ 令和３年（１３．８％） １０．２pt上昇

2,233人
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（令和４年版・再犯防止推進白書による）

65歳~69歳 70歳~74歳 75歳~79歳 80歳以上 高齢者率

（人） （％）

2,143
2,2522,2222,278
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新受刑者（６５歳以上の者）の人員と割合

2,233

▶ 高齢入所受刑者の人員は・・・
➡ 平成29年以降は、2,100人～2,200人台で推移
➡ 70歳以上の入所受刑者人員は、増加が顕著になっている。
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（令和４年版・再犯防止推進白書による）

知的障害 人格障害 神経症性障害 その他の精神障害 精神障害・率

（％）

9

新受刑者（精神障害を有する者）の人員と割合

（人）

▶ 知的障害を有する受刑者は・・・
➡ 再入者全体と比べて、再犯に至るまでの期間が比較的短い
➡ 刑事施設への入所度数は高い傾向にある（法務総合研究所研究部報告５２）
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全高齢者
（2,233）

男性高齢者
（1,905）

女性高齢者
（328）

▶ 男女とも、高齢者は窃盗の割合が高い
➡ 特に、女性高齢者は約９割が窃盗（そのうち８割が万引き）

高齢入所受刑者の罪名別構成比（男女別）
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出所受刑者の２年以内再入率の推移 （令和４年版・犯罪白書による）

▶ 過去２０年間を見ると・・・
①高齢者層の２年以内再入率がほぼ他の年齢層より高い
②窃盗の２年以内再入率が一貫して他の罪名より高い

➡ 高齢者の犯罪傾向は、窃盗が最も高い・・・（スライド８枚目）
➡ 高齢者は出所後に何らかの理由で地域生活が安定していないことを示唆

高齢受刑者が
出所後に安定した
生活を送るために
は、地域・関係機関の
皆様による支援が
欠かせません。
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年次
（出所年）

６５歳以上
６５歳～７４歳 ７５歳以上

出所
受刑者数

２年以内
再入者数

出所
受刑者数

２年以内
再入者数

出所
受刑者数

２年以内
再入者数

平成２８年 2,990 617(20.6%) 2,359 492(20.9%) 631 125(19.8%)

２９ 2,910 650(22.3%) 2,258 519(23.0%) 652 131(20.1%)

３０ 2,781 566(20.4%) 2,092 433(20.7%) 689 133(19.3%)

令和元年 2,762 549(19.9%) 2,009 418(20.8%) 753 131(17.4%)

２ 2,692 557(20.7%) 1,955 417(21.3%) 737 140(19.0%)

高齢出所者の２年以内再入率（令和４年版・再犯防止推進白書による）

▶ 高齢者の２年以内再入率は・・・
➡ 過去５年間は、２０％前後で推移している。
➡ 出所者全体と比べると一貫して高い



年次
新受刑者数 認知症

スクリーニング
検査実施者

認知症の診断

総数 ６０歳以上 医師による診断 認知症診断者

平成３０年 18,272 3,294 893 131 35

令和元年 17,464 3,296 908 206 50

２ 16,620 3,160 930 195 54

３ 16,152 3,284 973 183 55
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刑事施設で認知症と診断を受けた人数の推移

（令和４年版・再犯防止推進白書による）

▶ 入所時年齢６０歳以上・言動や生活状況から認知症が疑われる者
➡ 認知症スクリーニング検査を実施（一部の刑事施設）

▶ スクリーニング結果（サスペクトの場合）
➡ 医師による診察
➡ 健康運動士等を招聘

高齢受刑者の生活習慣病を予防・健康水準を保持・増進するための指導
▶ 刑務官向けの認知症サポーター養成研修を実施



高卒未満である
約６割が高卒未満

新受刑者の教育程度

高卒以上
42.2％

高卒未満
57.6％

（出典：令和３年矯正統計年報）

仕事がない
約７割が犯罪時無職

新受刑者の犯罪時就労状況

無職
69.6％

有職
30.2％

住居がない
約２割が犯罪時住居不定

新受刑者の犯罪時居住状況

住居不定
17.6％

定住
79.5％

高齢者である
１割以上が高齢者

新受刑者の年齢

65歳以上
13.8％

64歳以下
86.2％

精神障害がある
１割以上が精神障害あり

新受刑者の精神診断

精神障害あり
15.3％

精神障害なし
84.5％

14

再犯防止の課題～「生きづらさ」という問題

不詳
0.2％

その他
2.9％

不詳
0.2％

不詳
0.2％



刑事司法だけでは対応が難しい課題

⇒ 地域社会での継続的な支援が必要（地域包括ケアの視点）

就労の確保 住居の確保

修学の支援
保健医療・福祉
サービスの提供

保護
観察所

【刑務所等での指導・支援】
○作業・職業訓練
○性犯罪、薬物などの指導
○福祉等へつなぐための支援

検察庁

保護観察所

保護
観察所 関係機関の連携不足、

前科があること等により、
地域において孤立⇒再犯

15

地域に戻っても・・・
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▶ 平成28年12月「再犯の防止等の推進に関する法律」施行

▶ 平成29年12月「第一次再犯防止推進計画」閣議決定（H30年度～R4年度）

①就労・住居の確保等

②保健医療・福祉サービスの利用の促進等

③学校等と連携した修学支援の実施等

④犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等

⑤民間協力者の活動の促進等

⑥地域による包摂の推進

⑦再犯防止に向けた基盤の整備

再犯防止に向けた国の取組

第二次再犯防止推進計画とは…
R5年度～R９年度の

5年間の計画を定めたもの。
７つの重点課題 の下に
９６の具体的な施策を定め、

その実施により
「世界一安全な日本」を目指す。

７つの重点課題

７つの
重点課題です

➡ 第一次推進計画の基本方針を踏襲し、第二次推進計画で発展・加速させる。
➡ 国・都道府県・市区町村の役割分担を明確化
★ 就労・住居の確保について、筆頭課題（最重要政策）として位置付けられています。
★ 高齢者・障害のある者等への支援

福祉的支援のニーズの適切な把握と動機付けの強化・多機関連携の強化etc

◎ 令和５年３月「第二次再犯防止推進計画」閣議決定（H５年度～R９年度）
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再犯防止に向けた取組（一例）

農福連携（ノウフク）×再犯防止

農福連携は、障害や生きづらさを持つ人たちが働く場を農業分野で作ろうと
する取組です。農林水産省、厚生労働省を中心に国として推進しています。

農福連携等推進ビジョン（令和元年６月４日 農福連携等推進会議）におい
て、犯罪や非行をした者の立ち直りに向け、農福連携が広がっています。

➡ 刑務所出所者等の就労先の確保に！

居住支援（新たな住宅セーフティネット制度など）×再犯防止

居住支援は、住宅確保要配慮者とされる方々の住居の確保のため、民営アパー
トや居住支援法人を活用し、対象者及び大家等に対する支援を行う取組です。

★住宅確保要配慮者の中には、「矯正施設退所者」も含まれています。

➡ 刑務所出所者等の居住先の確保に！ 国土交通省令の改正に
より含まれることに！
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再犯防止に向けた取組の実践（関係機関の皆様との連携）

※（計画中）居住支援協議会等との意見交換会（本年度から）

➡ 施設を会場に受刑者の実情を居住支援法人等の関係機関に知っていただく
➡ 居住支援について矯正施設職員も理解を深める

農福連携セミナー（中国四国農政局と共催）

➡本年９月１５日（金）にオンライン開催
➡ 農福連携研究者・農福連携事業者・矯正職員等が取り組みなどを発表

刑務所出所者等の農福連携による支援について考える初めてのセミナー
農業業者を始め、関係機関・団体の方の理解を求める機会に！

居住支援の充実強化
➡引き続き、関係機関等との連携を深めて

・ 矯正と居住支援法人等の関係構築を図る
・ 矯正施設職員の居住支援についての理解促進
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【参考】国土交通省アンケート結果から（居住支援法人の対象実績）

▶ 令和３年度居住支援法人フェースシート調査
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4.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LGBT

刑務所出所者等

児童養護施設退所者

犯罪被害者

被災者

低額所得者

生活困窮者

生活保護受給者

ひとり親世代

DV被害者

外国人

子育て世代

精神障害者

知的障害者

身体障害者

高齢者

実績あり 実績なし 対象外 無回答

➡刑務所出所者等は実績が少なく、約２割程度の居住支援法人では支援対象外に・・・
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【参考】法務少年支援センター（少年鑑別所に併設）支援内容



無職者と有職
者では再犯率が
大きく異なるよ。
法務省調査に

よると無職者は
再犯率が有職者
と比べると３倍
というデータも
あるよ！

再犯防止には仕
事も大切だね！
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【参考】矯正就労支援情報センター（コレワーク）



◎犯罪の繰り返しを防ぐためには、

地域社会における「息の長い」支援が不可欠です。

◎刑務所出所者等の中にも支援対象者がいることを知っていただき、

関係機関・民間団体の皆様と連携して、当管区・管内矯正施設は

再犯防止に取り組んでいきたいと考えております。
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おわりに

＝安全で安心な社会の実現！




